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論壇
1
�
は
じ
め
に

「
贈
与
税
は
相
続
税
の
補
完

税
と
言
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、

本
当
は
根
拠
な
い
ん
だ
よ
な

…
。
も
っ
と
高
齢
者
が
保
有
し

て
い
る
金
融
資
産
を
必
要
と
し

て
い
る
世
代
に
無
税
で
贈
与
で

き
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
。」、
平

成
21
年
10
月
4
日
（
日
）
に
松

山
大
学
で
開
催
さ
れ
た
学
会
終

了
後
、
空
港
内
の
寿
司
屋
で
の

故
武
田
昌
輔
先
生
の
一
言
が
忘

れ
ら
れ
な
い
。

そ
の
後
現
在
に
至
る
ま
で
、

数
種
類
の
一
括
贈
与
の
非
課
税

制
度
が
税
制
改
正
に
お
い
て
手

当
さ
れ
た
の
は
ご
存
じ
の
と
お

り
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ

ら
非
課
税
制
度
の
う
ち
、
特
に

活
用
さ
れ
て
い
る
祖
父
母
（
贈

与
者
）
か
ら
子
又
は
孫
（
受
贈

者
）
へ
の
教
育
資
金
の
一
括
贈

与
に
係
る
非
課
税
制
度
（
以
下

単
に
「
本
制
度
」
と
い
う
。）

の
概
要
と
そ
の
実
務
上
の
留
意

点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

2
�
制
度
の
概
要

平
成
25
年
4
月
1
日
か
ら
平

成
31
年
3
月
31
日
ま
で
の
間
に
、

受
贈
者
（
教
育
資
金
管
理
契
約

を
締
結
す
る
日
に
お
い
て
30
歳

未
満
の
者
に
限
る
。）が
、「
①
そ

の
直
系
尊
属
と
信
託
会
社
と
の

間
の
教
育
資
金
管
理
契
約
に
基

づ
き
信
託
受
益
権
を
取
得
し
た

場
合
」、「
②
そ
の
直
系
尊
属
か
ら

の
書
面
に
よ
る
贈
与
に
よ
り
取

得
し
た
金
銭
を
教
育
資
金
管
理

契
約
に
基
づ
き
銀
行
等
の
営
業

所
等
に
お
い
て
預
金
若
し
く
は

貯
金
と
し
て
預
入
を
し
た
場
合
」

又
は
「
③
教
育
資
金
管
理
契
約

に
基
づ
き
そ
の
直
系
尊
属
か
ら

の
書
面
に
よ
る
贈
与
に
よ
り
取

得
し
た
金
銭
若
し
く
は
公
社
債

投
資
信
託
（
計
算
期
間
が
1
日

の
も
の
に
限
る
。）の
受
益
証
券

（
以
下「
金
銭
等
」と
い
う
。）で

金
融
商
品
取
引
業
者
の
営
業
所

等
に
お
い
て
有
価
証
券
を
購
入

し
た
場
合
」に
は
、そ
の
信
託
受

益
権
、
金
銭
又
は
金
銭
等
の
価

額
の
う
ち
1
、5
0
0
万
円
ま
で

の
金
額
（
既
に
こ
の
規
定
の
適

用
を
受
け
て
贈
与
税
の
課
税
価

格
に
算
入
し
な
か
っ
た
金
額
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
算
入
し

な
か
っ
た
金
額
を
控
除
し
た
残

額
）
に
相
当
す
る
部
分
の
価
額

に
つ
い
て
は
、
贈
与
税
の
課
税

価
格
に
算
入
し
な
い
こ
と
と
さ

れ
る
（
措
法
70
の
2
の
2
①
）。

な
お
、
贈
与
税
の
非
課
税
の

枠
は
、
受
贈
者
1
人
当
た
り
の

金
額
で
あ
る
。そ
こ
で
、複
数
の

直
系
尊
属
か
ら
の
贈
与
を
受
け

る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合

計
額
の
う
ち
1
、5
0
0
万
円
ま

で
の
金
額
が
非
課
税
と
さ
れ
る
。

3
�
用
語
の
定
義

1

金
融
機
関
の
範
囲

金
融
機
関
の
範
囲
は
、
①
信

託
会
社（
信
託
銀
行
を
含
む
。）、

②
銀
行
、
信
用
金
庫
、
信
用
金

庫
連
合
会
、
労
働
金
庫
、
労
働

金
庫
連
合
会
、
信
用
協
同
組

合
、
信
用
協
同
組
合
連
合
会
、

農
林
中
央
金
庫
及
び
株
式
会
社

商
工
組
合
中
央
金
庫
並
び
に
貯

金
の
受
入
れ
を
す
る
農
業
協
同

組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合

会
、
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
協

同
組
合
連
合
会
、
水
産
加
工
業

協
同
組
合
及
び
水
産
加
工
業
協

同
組
合
連
合
会
、
③
金
融
商
品

取
引
業
者
（
第
一
種
金
融
商
品

取
引
業
を
行
う
者
に
限
る
。）と

さ
れ
る（
措
法
70
の
2
の
2
①
、

措
令
40
の
4
の
3
①
）。

な
お
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
で

は
、
本
制
度
の
取
扱
い
を
行
っ

て
い
な
い
。

2

教
育
資
金
の
範
囲

教
育
資
金
の
範
囲
は
、
①
学

校
教
育
法
に
規
定
す
る
学
校
等

の
設
置
者
に
対
し
て
入
学
金
、

授
業
料
及
び
施
設
設
備
費
等
と

し
て
直
接
支
払
わ
れ
る
金
銭
、

②
学
校
等
以
外
の
者
に
教
育
に

関
す
る
役
務
の
対
価
と
し
て
直

接
支
払
わ
れ
る
費
用
で
社
会
通

念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
事

例
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
教
育
資

金
の
一
括
贈
与
に
係
る
贈
与
税

非
課
税
措
置
・
領
収
書
等
に
関

す
る
チ
ェ
ッ
ク
ツ
ー
ル
」が
掲

載
さ
れ
て
い
る（
措
法
70
の
2

の
2
②
一
、
措
令
40
の
4
の
3

②
⑥
⑦
⑧
、
措
規
23
の
5
の
3

①
②
③
、
平
成
25
年
3
月
文
部

科
学
省
告
示
第
68
号
）。

な
お
、
平
成
27
年
度
税
制
改

正
に
お
い
て
、
①
通
学
定
期
券

代
、
②
海
外
の
教
育
施
設
に
就

学
す
る
た
め
の
渡
航
費
（
1
回

の
就
学
に
つ
き
1
回
の
往
復
に

要
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。）、

③
学
校
等
（
②
の
外
国
の
教
育

施
設
を
除
く
。）
へ
の
就
学
に

伴
う
転
居
に
要
す
る
交
通
費
で

あ
っ
て
公
共
交
通
機
関
に
支
払

わ
れ
る
も
の
（
1
回
の
就
学
に

つ
き
1
回
の
往
復
に
要
す
る
も

の
に
限
ら
れ
る
。）
が
追
加
さ

れ
た
（
平
成
27
年
3
月
文
部
科

学
省
告
示
第
89
号
）。

4
�
手
続
規
定

贈
与
者
か
ら
の
書
面
に
よ
る

贈
与
に
よ
り
金
銭
又
は
金
銭
等

の
取
得
を
し
た
受
贈
者
は
、
そ

の
取
得
後
2
月
以
内
に
、
教
育

資
金
管
理
契
約
に
基
づ
き
、
そ

の
金
銭
を
預
金
若
し
く
は
貯
金

と
し
て
預
入
を
し
又
は
そ
の
金

銭
等
で
有
価
証
券
を
購
入
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
受
贈

者
は
、「
教
育
資
金
非
課
税
申

告
書
」
又
は
「
追
加
教
育
資
金

非
課
税
申
告
書
」
を
取
扱
金
融

機
関
の
営
業
所
等
を
経
由
し
、

信
託
等
が
さ
れ
る
日
、
預
金
若

し
く
は
貯
金
の
預
入
を
す
る
日

又
は
有
価
証
券
を
購
入
す
る
日

ま
で
に
、
そ
の
受
贈
者
の
納
税

地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
措
法
70

の
2
の
2
③
④
、
措
令
40
の
4

の
3
④
）。

5
�
領
収
書
等
の
提
出

本
制
度
の
適
用
を
受
け
る
受

贈
者
は
、
教
育
資
金
の
支
払
に

充
て
た
金
銭
に
係
る
領
収
書
そ

の
他
の
書
類
又
は
記
録
で
そ
の

支
払
の
事
実
を
証
す
る
も
の

（
以
下
「
領
収
書
等
」
と
い
い

ま
す
。）
を
取
扱
金
融
機
関
の

営
業
所
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
措
法
70
の
2
の
2

⑦
、措
令
40
の
4
の
3
⑭
⑰
）。

な
お
、
平
成
27
年
度
税
制
改

正
で
は
、
平
成
28
年
1
月
1
日

以
降
に
お
い
て
領
収
書
等
に
記

載
さ
れ
た
支
払
金
額
が
1
万
円

以
下
で
、
か
つ
、
そ
の
年
中
に

お
け
る
合
計
支
払
金
額
が
24
万

円
に
達
す
る
ま
で
の
も
の
は
、

そ
の
領
収
書
等
に
代
え
て
、
支

払
先
及
び
支
払
金
額
等
の
明
細

を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た

（
措
法
70
の
2
の
2
⑦
、
措
規

23
の
5
の
3
⑦
）。

6
�
贈
与
者
が
死
亡
し
た
場
合

贈
与
者
が
教
育
資
金
管
理
契

約
に
基
づ
き
信
託
を
し
た
日
又

は
教
育
資
金
管
理
契
約
に
基
づ

き
預
金
若
し
く
は
貯
金
の
預
入

若
し
く
は
有
価
証
券
の
購
入
を

す
る
た
め
の
金
銭
等
の
書
面
に

よ
る
贈
与
を
し
た
日
か
ら
、
こ

れ
ら
の
教
育
資
金
管
理
契
約
の

終
了
の
時
ま
で
の
間
に
そ
の
贈

与
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
贈
与
者
に
係
る
受
贈

者
が
本
制
度
の
規
定
の
適
用
を

受
け
た
と
き
は
、
そ
の
受
贈
者

が
そ
の
信
託
又
は
そ
の
贈
与
に

よ
り
取
得
を
し
た
信
託
受
益
権

又
は
金
銭
等
の
価
額
（
本
制
度

の
適
用
を
受
け
て
贈
与
税
の
課

税
価
格
に
算
入
し
な
か
っ
た
金

額
に
相
当
す
る
部
分
の
価
額
に

限
る
。）
に
つ
い
て
は
、「
い
わ

ゆ
る
生
前
贈
与
加
算
（
相
法
19

①
）」
の
規
定
は
、
適
用
さ
れ

な
い（
措
令
40
の
4
の
3
⑱
）。

そ
こ
で
、
相
続
税
が
課
税
さ

れ
る
者
に
お
い
て
、
本
制
度
を

活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
続

税
の
節
税
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

7
�
お
わ
り
に

民
法
上
、
贈
与
と
は
当
事
者

の
一
方
（
贈
与
者
）
が
、
自
己

の
財
産
を
無
償
に
て
相
手
方

（
受
贈
者
）
に
与
え
る
意
思
を

表
示
し
、
相
手
方
が
受
諾
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
契
約

と
さ
れ
る（
民
法
5
4
9
）。贈

与
に
よ
る
意
思
表
示
の
方
法
に

は
、
口
頭
に
よ
る
贈
与
契
約

（
い
わ
ゆ
る
書
面
に
よ
ら
な
い

贈
与
）
と
贈
与
時
に
贈
与
者
と

受
贈
者
と
の
相
互
の
意
思
の
合

致
を
明
確
に
贈
与
契
約
書
等
に

し
て
お
く
と
い
う
書
面
に
よ
る

贈
与
と
に
分
類
さ
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
書
面
に
よ
る
贈

与
に
つ
い
て
は
、
贈
与
契
約
の

成
立
し
た
時
を
も
っ
て
贈
与
が

あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る（
相
基
通

1
の
3
・
1
の
4
共
―
8（
2
））。

こ
の
場
合
、祖
父
母（
贈
与
者
）

か
ら
子
又
は
孫
（
受
贈
者
）
に

対
す
る
贈
与
契
約
に
つ
い
て

は
、
受
贈
者
本
人
が
未
成
年
者

と
な
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
思
わ

れ
る
の
で
、
親
権
者
（
親
権
を

行
う
者
）
が
法
定
代
理
人
と
し

て
贈
与
契
約
書
を
作
成
し
、
贈

与
の
事
実
及
び
成
立
の
日
を
明

確
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
贈
与
契
約
書
の

書
式
は
、
金
融
機
関
に
よ
っ
て

指
定
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ

り
、
指
定
書
式
で
な
け
れ
ば
手

続
を
受
け
付
け
て
く
れ
な
い
金

融
機
関
も
あ
る
よ
う
だ
。
本
制

度
を
活
用
す
る
目
的
で
贈
与
契

約
書
を
作
成
す
る
際
に
は
、
事

前
に
手
続
を
行
う
金
融
機
関
に

指
定
書
式
の
有
無
も
確
認
し
て

お
く
べ
き
で
あ
る
。

教
育
資
金
の
一
括
贈
与
に
係
る

贈
与
税
の
非
課
税
措
置
の
考
察

宮森 俊樹
【芝】
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